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◇学校教育目標◇ 
 

 

 

 

 

◇「角度１度の努力」◇ 
 ４月２８日（金）の全校集会で全校生徒に話した内容を紹介します。 

分度器を使って、角度１度の話をしました。角度１度で１０ｃｍ進むと高さは約１．７５ｍｍになり

ます。１ｍ先へ進むと約１．７５ｃｍの高さになります。１ｋｍ先へ進むと約１７．５ｍの高さにな

るのです。毎日、大きな角度の努力を積み重ねることは大変そうですが、１度の努力はどうにかでき

そうです。１年、２年、３年という時間をかければ大きく 

前進することができ、高い所へ登ることができます。夢・ 

目標を持ち、まずはそこへ近づくことを目指して「角度 

１度の努力」を継続してほしいと思います。 

一人でも多くの生徒の心に響いてくれるとうれしいです。 

◇「生徒集会」◇ 
 ５月２日（金）に生徒集会がありました。 

５月の生徒会活動についての報告や呼びか 

けについて、プロジェクターでステージに 

投影し分かりやすく説明をしてくれました。 

集会の最後には全校生徒で人権宣言を行い 

ました。 

◇小中連携による学力向上推進地域指定事業２年目◇ 
標記指定を受け、２年目となります。研究主題を「主体的で対話的な学びの創造」～活用力・表現

力を高める授業の実践を通して～として小学校の先生方とも双方向の授業参観を重ね良い点を吸収

し合いながら前進しています。中学校では、高校入試に向けた学力向上も課題としてとらえながら、

職員の学び合い、試し合いを重ねていきます。記憶力を鍛えるなら「覚えたこと、わかったこと、疑

問に感じたことなどを人に話す」ことは大切だと言われます。知識記憶を行動記憶へと変換すること
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「自 他 を 大 切 に し 

互 い に 認 め 合 い 

共 に 高 め 合 う 生 徒 の 育 成」 

～ チャレンジと思いやり ～ 

（第一条） 

私達は、口に出す前に一度考え、相手を思いやる言葉を遣います。 

（第二条） 

私達は、相手の気持ちに寄り添い、責任を持って行動します。 

（第三条） 

私達は、相手のことを大切にし、温かく穏やかな心を持った北中生に

なります。 

玄関前にある陶器でできた二宮金次郎像

（陶器） 



で長く覚えていられるそうです。研究テーマにある「主体的で対話的な 

学び」に当てはまることです。１１月１６日（木）には授業公開を行い 

ますが、そこがゴールではなく一つの節目としてＲ６年度以降へ研究を 

つなげていきたいと考えています。また、学力向上には御家庭の協力も 

必要となります。「早寝・早起き・朝ごはん」といったリズムの良い生 

活が大切です。今後とも御理解、御協力をお願いします。 

◇新型コロナウイルス感染症への対応◇ 
 新型コロナウイルス感染症が５類感染症へ移行されました。学校教育活動では、感染症対策を取っ

ていきながら、子どもの学びを止めないよう緩和できるところは、緩和しながら実施していきたいと

考えています。そこで、以下の内容について保護者様の御理解と御協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇６月の行事◇  ※行事は変更になることがあります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 木 生徒総会⑤⑥、PTA 登校・挨拶運動 16 金 1 年手話講座⑥ 

2 金 3 年焼き物体験Ⅰ、PTA 登校・挨拶運動 17 土 PTA 除草作業（予定） 

3 土  18 日 テスト前部活動停止日 

4 日  19 月 テスト前部活動停止日 

5 月 実力テスト、アルバム用部活動写真撮影 20 火 テスト前部活動停止日 

6 火 実力テスト 21 水 期末テスト、避難訓練 

7 水 生徒集会、部活動停止日 22 木 期末テスト、3 年薬物乱用防止教室 

8 木 アルバム用部活動写真撮影（予備日） 23 金 期末テスト、 

9 金 Ｑ-Ｕテスト 24 土  

10 土  25 日  

11 日 唐津市教育の日（ふれあい道徳）、給食あり 26 月  

12 月 6/11 の振替休日 27 火 中体連推戴式 

13 火 3 年焼き物体験Ⅱ 28 水 部活動停止日 

14 水 部活動停止日 29 木 SC 来校 

15 木 生徒会専門委員会 30 金  

（１）登校前には、お子様の健康状態の確認をお願いします。登校後の検温チェック表記入は、

取りやめとします。 

（２）これまで出席停止としていた発熱や風邪症状、家族の風邪症状、ワクチン接種の副反応に

ついては、出席停止とならなくなりました。発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある

場合には、自宅で休養し、無理をして登校しないようにお願いします。 

（３）新型コロナウイルス感染症に感染した場合、「発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快

した後１日を経過するまで」を基準として、出席停止の取扱いとします。出席停止解除後、

発症から１０日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。 

（４）同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合でも、本人が新型コロナウ

イルス感染症の感染が確認されていなければ、特段登校を控える必要はありません。 

（５）学校教育活動に当たって、マスク着用は求めませんが、急な体調変化や校外学習等におい

て医療機関や高齢者施設等を訪問する場合などは、マスク着用を推奨しますので、引き続き

カバン等へ予備のマスクを準備しておいていただけると助かります。 


